
（ 自 然 災 害 に よ る 被 害 の 発 生 の 防 止 ま た は 軽 減 に 配 慮 さ れ た も の で
あ る こ と に つ い て の 基 準 等 ）  
第 ４  規 則 第 ６ 条 の 区 長 が 別 に 定 め る 基 準 は 、 認 定 申 請 対 象 住 宅 が

つ ぎ の 区 域 外 で あ る こ と と す る 。た だ し 、区 域 の 解 除 が 確 実 と 見 込
ま れ る 場 合 等 は 除 く 。  
⑴  地 す べ り 等 防 止 法 （ 昭 和 33 年 法 律 第 30 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 地 す べ り 防 止 区 域  
⑵  急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律（ 昭 和 44 年 法

律 第 57 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域  
⑶  土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 12 年 法 律 第 57 号 ） 第 ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 土 砂
災 害 特 別 警 戒 区 域  

⑷  建 築 基 準 法 第 39 条 第 １ 項 に 規 定 す る 災 害 危 険 区 域  
２  前 項 の 基 準 に 適 合 し て い る こ と を 確 認 す る た め 、申 請 者 は 、法 第

５ 条 第 １ 項 か ら 第 ７ 項 ま で の 規 定 に よ る 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画
等 の 認 定 の 申 請 お よ び 法 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け た 長 期 優
良 住 宅 建 築 等 計 画 等 の 変 更 の 申 請 に 併 せ て 、 つ ぎ に 掲 げ る 図 書 を
区 長 に 提 出 す る こ と と す る 。  
⑴  区 長 が 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 申 請 建 築 物 が 前 項 各 号 の 区 域 内

に 存 し な い こ と を 証 す る 書 類  
⑵  前 項 各 号 の 区 域 の 解 除 が 確 実 と 見 込 ま れ る 場 合 等 は そ れ を 証

す る 書 類  
 


